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東京における自然の保護と回復に関する条例（抜粋） 

                          （平成 12 年東京都条例第２１６号) 

            改正 平成 14 年３月 29 日東京都条例第６３号 

               平成 15 年３月 14 日東京都条例第３６号 

              平成 16 年 10 月 14 日東京都条例第 141 号 

平成 27 年 3 月 31 日東京都条例第６７号 

 

（東京都自然環境保全審議会） 

第 12 条 自然環境保全法(昭和 47 年法律第 85 号)第 51 条第１項の規定に基

づき、都における自然の保護と回復に関する重要な事項を調査審議するた

め、知事の附属機関として、東京都自然環境保全審議会(以下この条におい

て「審議会」という。)を置く。 

２ 審議会は、知事の諮問に応じ、自然の保護と回復に関する次に掲げる事

項を調査審議する。 

一 施策の方針に関すること。 

二 第 17 条第１項の保全地域及び第 18 条第１項の保全計画に関すること。 

三 第 39 条第１項の東京都希少野生動植物種及び第 43 条第１項の東京都希

少野生動植物保護区並びに第四十四条の保護増殖事業に関すること。 

四 第 47 条第 3 項(第 48 条第 3 項及び第 49 条第 3 項において準用する場合

を含む。)の許可に関すること。 

五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律第

88 号)及び温泉法(昭和 23 年法律第 125 号)の規定によりその権限に属する

事項に関すること。 

六 東京都自然公園条例(平成 14 年東京都条例第 95 号)の規定によりその権

限に属する事項及び自然公園法(昭和 32年法律第 161 号)第 9条第 2項の国

定公園に関する公園事業に関すること。 

七 前各号に掲げるもののほか、重要事項に関すること。 

３ 審議会は、自然の保護と回復に関する重要事項について、知事に意見を

述べることができる。 

４ 審議会は、28 人以内の委員で組織する。 

５ 審議会の委員の任期は、２年とする。 

６ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を

置くことができる。 

７ 審議会の委員及び臨時委員は、都民及び自然の保護と回復について学識

経験のある者のうちから、知事が委嘱する。 

８ 審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。 

９ 第四項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し

必要な事項は、規則で定める。 
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東京都自然環境保全審議会規則 
 
 
                                      昭和４７年１２月５日 
                                      規則第２７６号        
 
         改正 昭和５５年１２月１日規則第１７３号  
            平成１２年３月３１日規則第２０１号  
            平成１３年３月２９日規則第４７号 
 
（趣旨） 
第１条  この規則は、東京における自然の保護と回復に関する条例

（平成１２年東京都条例第２１６号）第１２条第９項の規定に基
づき東京都自然環境保全審議会（以下「審議会」という｡)の組織
及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（会長） 
第２条  審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
２  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  
３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がそ
 の職務を代理する。 
（部会） 
第３条  審議会は、専門的事項に関する調査審議を分掌させるた    
 め、部会を置くことができる。 
２  部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
３  部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを
 定める。 
４  部会長は、部務を掌理し、部会の調査又は審議の経過及び結果
 を会長に報告する。 
（招集） 
第４条  審議会又は部会は、それぞれ会長又は部会長が招集する。
（議事） 
第５条  審議会又は部会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の
 過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  
２  審議会又は部会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある
 臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、それぞれ会
 長又は部会長の決するところによる。  
（補欠の委員の任期） 
第６条  委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の
 残任期間とする。 
（庶務） 
第７条  審議会の庶務は、環境局において処理する。  
（雑則） 
第８条  この規則に定めるもののほか、審議会及び部会の議事及び
 運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。  
 
    附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。  
   附 則（昭和５５年規則第１７３号）抄 
（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。  

   附 則（平成１２年規則第２０１号） 

 この規則は、平成１２年４月１日から施行する。  

   附 則（平成１３年規則第４７号） 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。  
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